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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一組の支持足と、前記支持足間に回動自在に取り付けられる可倒式のスタン
ド部材とを備えたケースの脚構造であって、
　前記支持足は、一つの側壁に、前記支持足の内側に向けて、ケースの接地面と接触する
接触面からケースの取り付け面と接触するケース面に達するか、あるいは、ケース面近傍
に達する直線状の溝を形成し、
　前記溝の両側には、前記ケース面から前記接触面に向けて前記接触面に達する手前まで
、前記溝を挟んでスリットを形成し、
　前記溝の前記支持足内側の一部に、前記スタンド部材の軸部を回動自在に支持する軸受
け部を形成し、
　前記スタンド部材は、Ｕ字形状を有し、Ｕ字の開放端を、それぞれ外向きに略直角に折
り曲げ、前記軸受け部に支持される軸部とし、
　前記略直角な両折り曲げ箇所間の長さをケースの一面に取り付けた支持足の軸受け部間
よりも若干長めに形成し、
　少なくともケースの一面に、少なくとも一組の支持足を相対するように間隔をおいて取
り付け、前記スタンド部材の軸部を前記支持足に形成した前記軸受け部に回動自在に取り
付けたことを特徴とするケースの脚構造。
【請求項２】
　上記溝と上記スリットとで挟まれる領域の幅を、上記接触面側より上記ケース面側を狭
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くすることで上記溝幅を切り替えたことを特徴とする請求項１に記載のケースの脚構造。
【請求項３】
　上記溝幅の切り替え部分にテーパーを形成したことを特徴とする請求項２に記載のケー
スの脚構造。
【請求項４】
　上記テーパーを切欠いて幅を縮小し、突起状としたことを特徴とする請求項３に記載の
ケースの脚構造。
【請求項５】
　上記支持足を樹脂製としたことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載のケース
の脚構造。
【請求項６】
　上記接触面に形成された溝の先端を膨出させてスタンド部材が嵌まるようにしたことを
特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のケースの脚構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、可倒式のスタンド部材を備えるケースの脚構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　可倒式のスタンド部材を備えた脚構造として、例えば、特許文献１に示すものがある。
この脚構造は、図１１（ａ）、（ｂ）に示すように、支持足１に可倒式スタンド部材２の
端部を支持する支持部３を形成したもので、この支持部３は、前記スタンド部材２の端部
を差し込む穴４と、穴４に差し込んだスタンド部材２を正立（立てた）状態に保持する半
円状の溝５とで構成するものである。
【０００３】
　このような支持足１は、例えば、左右どちらか一方の支持足１をケースにネジ止めなど
で取り付けて、次に、ケースに取り付けていない他方の支持足１の穴４にスタンド部材２
の他方の端部を嵌合して取り付ける。そして、その他方の支持足１と他方の端部を嵌合さ
せたスタンド部材２の嵌合してない一方の端部を、ケースにネジ止めした（一方の）支持
足１の穴４に嵌合させたのち、他方の支持足１をネジ止めなどによりケースに取り付ける
。
【特許文献１】実開昭５９－１８９２７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の脚構造では、組立時の作業性が悪い。例えば、スタンド部材の長
さは、ケースに取り付ける支持足間の幅より若干長くして、支持足に取り付けた際に外れ
ないようにしてあるため、取り付ける際にスタンド部材を撓ませる必要がある。このとき
、スタンド部材は、正立状態で重たい機器を支持するため、大きな力が加わっても撓まな
い強度のものを使用するため、これに抗して撓ませなければならず作業性が悪い。
【０００５】
　また、スタンド部材を使用する場合は、スタンド部材と支持足との接触摩擦と、スタン
ド部材自体の復元力とに抗して回動させなければならないため、大きな力が必要になる。
特に、スタンド部材を正立状態から折り畳んで収納する場合は、スタンド部材が嵌まり込
んでいる半円状の溝との嵌合を解除するが、解除するこの溝は、正立状態を保持するため
に溝の深さを浅くできない。そのため、深い溝との係合の解除に大きな力が必要で、使用
にも問題がある。また、スタンド部材を折り畳んで収納した状態においては、スタンド部
材が復元する力で支持足の壁面を押して保持されているため、スタンド部材を収納してい
るにも関わらず、スタンド部材が回動してしまい、収納された状態を保てない場合がある
といった問題もある。
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【０００６】
　そこで、この発明の課題は、スタンド部材を支持足へ取り付ける際の組立て作業が容易
にできて、しかも、スタンド部材の回動も楽にできるようにすることである。その際、正
立状態の維持も上手くできるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、この発明では、少なくとも一組の支持足と、前記支持足間
に回動自在に取り付けられる可倒式のスタンド部材とを備えたケースの脚構造であって、
前記支持足は、一つの側壁に、前記支持足の内側に向けて、ケースの接地面と接触する接
触面からケースの取り付け面と接触するケース面に達するか、あるいは、ケース面近傍に
達する直線状の溝を形成し、前記溝の両側には、前記ケース面から前記接触面に向けて前
記接触面に達する手前まで、前記溝を挟んでスリットを形成し、前記溝の前記支持足内側
の一部に、前記スタンド部材の軸部を回動自在に支持する軸受け部を形成し、前記スタン
ド部材は、Ｕ字形状を有し、Ｕ字の開放端を、それぞれ外向きに略直角に折り曲げ、前記
軸受け部に支持される軸部とし、前記略直角な両折り曲げ箇所間の長さをケースの一面に
取り付けた支持足の軸受け部間よりも若干長めに形成し、少なくともケースの一面に、少
なくとも一組の支持足を相対するように間隔をおいて取り付け、前記スタンド部材の軸部
を前記支持足に形成した前記軸受け部に回動自在に取り付けた構成を採用したのである。
【０００８】
　このような構成を採用することにより、支持足にスタンド部材を取り付ける際に、スタ
ンド部材に代わって、溝の外側に形成したスリットが撓み溝の幅が広くなる。このため、
スタンド部材の撓みは少なくて済み、組み立て時にスタンド部材にかける力が少なくて済
む。
【０００９】
　また、このとき、溝と上記スリットとで挟まれる領域の幅を、上記接触面側より上記ケ
ース面側を狭くすることで上記溝幅を切り替えた構成を採用することができる。
【００１０】
　このような構成を採用することにより、広くした溝部分にスタンド部材を嵌め込むと、
嵌め込んだスタンド部材を狭くした溝が係止して、スタンド部材が動かないように保持す
る。
【００１１】
　また、このとき、溝幅の切り替え部分にテーパーを形成した構成を採用することができ
る。
【００１２】
　このような構成を採用することにより、スタンド部材を倒した状態から正立状態に、あ
るいは正立状態から倒した状態へする際に、テーパー部分を摺動させれば良いので回動が
楽にできる。
【００１３】
　また、このとき、テーパーを切欠いて幅を縮小し、突起状とした構成を採用することが
できる。
【００１４】
　このような構成を採用することにより、スタンド部材との接触面積が小さくなり、摩擦
力を低下させることができるので、より少ない力でスタンド部材の回動ができる。
【００１５】
　このとき、支持足を樹脂製とした構成を採用することができる。
【００１６】
　このような構成を採用することにより、樹脂による適度な弾性で支持足の摩擦力やバネ
性が程よく弱められるので、スタンド部材の回動がスムースにできる。
【００１７】
　また、このとき、接触面に形成された溝の先端を膨出させてスタンド部材が嵌まるよう
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にした構成を採用することができる。
【００１８】
　このような構成を採用することにより、引き起こしたスタンド部材は、正立した状態で
溝の先端を膨らませた膨出部分に嵌まり、溝からずれて回動できなくなるので、正立状態
のスタンド部材を保持できる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明は、上記のように構成したことにより、組立時に大きな力を必要とせず作業性
が向上する。また、スタンド部材の回動に要する力を小さくできるので、スタンド部材を
収納（倒）したり、スタンド部材を正立したり（引き起こし）容易にできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、この発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。
【００２１】
　図1は、本発明の脚構造を適用した無線通信機１０である。前記脚構造は、可倒式のス
タンド部材１１と、そのスタンド部材１１を回動自在に取り付ける２個の支持足１２とで
構成する。
【００２２】
　スタンド部材１１は、図２のように、Ｕ字形の開放端を外向きに直角または略直角に折
り曲げて軸部１３としたもので、例えば、スチール製のロッドを使用して重たい通信機１
０を支持しても撓まない強度を有するものである。また、図２のように、両側の軸部１３
までの長さｄ１は、後述のケースの底面に間隔を置いて取り付けた支持足１２の軸受け部
１４に軸部１３を嵌めた状態での両側の軸部１３の長さｄ２より若干長めになるように形
成してある。つまり、スタンド部材１１の折り曲げ部間の距離は、支持足をケースに取り
付けた状態での軸受け部１４間の距離より長くなることになる。こうすることで支持足１
２に取り付けた際に、スチールの弾性を利用して外れないようにしてある。
【００２３】
　支持足１２は、この形態の場合、図３のような、台形状をした樹脂製のもので、台形の
長さの短い上底側を接触面１６とし、長さの長い下底側をケースへの取り付け面（ケース
面）１７となっている。また、内部は中空としてフレーム１８を形成し、軽量化と高い強
度を保てるようにしてある。さらに、中空内に軸受け部１４を形成してある。
【００２４】
　軸受け部１４は、図３のように、支持足１２の側壁１９から内側に向けて直線状の溝２
０を形成し、その溝２０の先端に溝２０と直角方向となるように形成してある。この軸受
け部１４は、フレームをＵ字形に切欠し、その切欠の周囲をテーパー１４´とすることで
大きな開口を形成し、かつ、スタンド部材１１を支持するＵ字の部分を薄くしてある。こ
うすることで、後述のようにスタンド部材１１の軸部１３を嵌め易く（大きな開口）し、
かつ、軸支する軸部１３との接触摩擦を小さくして回動が楽にできるようにしてある。な
お、この形態では、軸受け部１４は、溝２０の先端の両側に対称となるように形成するこ
とで、スタンド部材１１の左右どちら側に取り付けても対応できるようにして、左右同じ
ものを使用できるようにしてある。
【００２５】
　また、側壁１９から設けた直線状の溝２０は、支持足１２の接触面１６からケース面１
７に達する深さのもので、（この形態では貫通しているが、深さは使用形態によって適宜
変更する）幅はスタンド部材１１の径よりも大きなものである。この溝２０の接触面１６
側の先端は、図４のように膨らませてあり、この膨出部２１に、破線のように立てたスタ
ンド部材１１が嵌まることで、スタンド部材１１を溝２０からずらし、回動を規制して固
定するようになっている（このためにスタンド部材１１の長さを若干長くしてある）。規
制の解除は、少し力を入れてスタンド部材１１を引き倒せばよい。なぜなら、スタンド部
材１１は、滑らかな膨出部２１で係止されているためである。
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【００２６】
　さらに、側壁１９の溝２０の外側には、スリット２５が形成してある。前記スリット２
５は、支持足１２のケース面１７から接触面１６に向けて形成したもので、図３及び図７
のように、側壁１９を途中（接触面１６に達する手前）まで切り込むことにより、左右方
向にバネのように撓むようにしてある（以下、樹脂バネ２６と称する）。このとき、支持
足１２を樹脂としたことにより、程よい弾性を得ることができる。
【００２７】
　また、このスリット２５によって分離された樹脂バネ２６の部分は、ケース面１７側の
方を薄く形成してケース面１７の溝２０の幅を広くしてある。このように溝２０の幅を広
くすることにより、広くした溝２０の部分にスタンド部材１１を嵌め込んで、嵌め込んだ
スタンド部材１１が広がると、図７では、上方の接触面１６側の樹脂バネ２６の厚い部分
が邪魔をしてスタンド部材１１を動かないように係止する。このとき、溝２０の幅の切り
替え部分を段差とせずにテーパー２７とすることにより、スタンド部材１１を回動する際
、テーパー２７部分を摺動することで、少ない力で動くようにしてある。さらに、この形
態では、図７のように、テーパー２７を切欠いて幅を縮小し、突起状２８とすることによ
り、スタンド部材１１との接触面をより小さくして遥かに小さな力で動くようにしてある
。また、このように突起状２８とすることにより、スタンド部材１１を収納状態で保持す
る場合は、突起部分が図７のようにスタンド部材１１に当たって係止するため、ガタツキ
などを起こさず、十分な係止力を得ることができる。
【００２８】
　なお、図の符合３０は、支持足１２を取り付ける際に、ケース底面の孔に引っ掛けるた
めの係止爪である。また、符合３１と３２は、支持足１２をケース底面に固定するための
ネジ孔とネジを挿通するスリーブである。また、この形態では、支持足１２に台形状のも
のを使用したが、これに限定されるものではない。これ以外に円錐台形状や円筒形のもの
も使用できる。
【００２９】
　この形態は、上記のように構成され、この支持足１２とスタンド部材１１の組み立ては
、例えば、図３のように、一方の支持足１２の軸受け部１４にスタンド部材１１の一方の
軸部１３を嵌め、図５のようにスタンド部材１１を寝かせた（折り畳んだ）状態でケース
底面にネジ止めする。次に、図６のように、他方の支持足１２の軸受け部１４にスタンド
部材１１の他方の軸部１３を嵌めてケース底面にネジ止めする。
【００３０】
　このとき、スタンド部材１１の寸法（長さ）はケースの底面に取り付けた左右の支持足
１２の軸受け部１４に軸部１３を嵌めた状態での長さよりも僅かに大きく形成してあるの
で、溝２０の樹脂バネ２６を図６の矢印のように外向きに押す。すると、図７のように、
スリット２５が縮小して溝２０が広がり、その力を吸収する。このため、スタンド部材１
１の撓みは少なくて済み、支持足１２を無理なく取り付けることができる。この結果、組
立時の作業性も向上する。
【００３１】
　また、このように取り付けられたスタンド部材１１は、図７のように、樹脂バネ２６の
突起状のテーパー２７に形成された突起状２８によって係止されガタツキなどを起こさな
い。また、突起状２８を有さない場合は、溝２０の幅の切り替え部分の位置を、スタンド
部材の径と略同等とすれば、突起状２８を有する場合と同様ガタツキを起こさないように
できる。
【００３２】
　一方、図８のように、スタンド部材１１を引き起こす場合、テーパーは突起状２８なの
で、スタンド部材１１は回動に伴って、図９のＡおよび図１０のＢのように、接触面積が
減り、少しの力でもスムースに回動させることができる。
【００３３】
　また、回動したスタンド部材１１は、図４のように溝２０を通って正立位置に達すると
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を固定する。
【００３４】
　ちなみに、正立状態のスタンド部材１１を倒す場合は、少し力を入れてスタンド部材１
１を引き倒せば、スタンド部材１１は、滑らかな膨出部２１に係止されているだけなので
、簡単に回動することができる。
【００３５】
　このように、スリット２５を設けたことにより、スタンド部材１１の取り付けが簡単に
できる。また、スリット２５を設けた溝の部分にテーパー状の突起２８を設けたことによ
り、スタンド部材１１の保持と回動がスムースにできる。
【００３６】
　なお、本実施形態においては、ケースの底面に一組の支持足１２と、その一組の支持足
１２間にスタンド部材１１を備える場合について説明したが、支持足１２およびスタンド
部材１１の数は必要に応じて適宜変更可能であり、取り付け箇所も同様である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】実施形態の斜視図
【図２】実施形態の作用説明図
【図３】実施形態の斜視図
【図４】実施形態の斜視図
【図５】実施形態の作用説明図
【図６】実施形態の作用説明図
【図７】実施形態の作用説明図
【図８】実施形態の作用説明図
【図９】実施形態の作用説明図
【図１０】実施形態の作用説明図
【図１１】（ａ）従来例の斜視図、（ｂ）従来例の作用説明図
【符号の説明】
【００３８】
１０　無線通信機
１１　スタンド部材
１２　支持足
１３　軸部
１４　軸受け部
１６　接触面
１７　ケース面
１９　側壁
２０　溝
２１　膨出部
２５　スリット
２６　樹脂バネ
２７　テーパー
２８　突起状のテーパー
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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